
座 談 会  

「ＩＴ委員会研究報告
「次世代の監査への

展望と課題」
について」（前編）

1 . 	はじめに
手塚　日本公認会計士協会（以下「協会」といいます。）は、
2018年10月25日にＩＴ委員会研究報告「次世代の監査への展
望と課題」（以下「本研究報告」といいます。）の公開草案を公表
いたしました。本研究報告は、会計業務や監査に影響を与える
近年の技術動向から将来的な課題まで、多岐にわたるポイント
について検討を行っているため、その内容について、２回に分
けて座談会を開催することにいたしました。本日は、座談会前
編ということで、本研究報告の公表の経緯や主要なポイントの
解説を中心に、本研究報告の作成に携わりましたＩＴ委員会未
来の監査専門委員会の紫垣専門委員長、木原専門委員、佐藤専
門委員、鈴木専門委員、中村（憲）専門委員、中村（孝）専門委員、
松本専門委員、山本専門委員をお迎えし、私、監査・保証及び 
ＩＴ担当常務理事の手塚が司会を務めさせていただきます。な
お、座談会後編は、本研究報告後半部分で言及された次世代の
監査に関する課題や未来の会計士像をテーマに、後日、開催し、
2019年３月号の『会計・監査ジャーナル』に掲載する予定です。

本日及び次回の座談会を通じて、ＡＩをはじめとしたテクノ
ロジーに、どのように公認会計士は対応していけばよいのか、
未来の監査はどのようなものになっていくのかについて、本誌
読者の理解がより深まることを期待しております。

2 . 	公 表の経緯

手塚　まず、本研究報告案を公表することとなった経緯につい
て、紫垣さんから説明をお願いいたします。

（司会）日本公認会計士協会　 
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紫垣　ＩＴ委員会では、電子化対応専門委員会が、2016年３
月にＩＴ委員会研究報告第48号「ＩＴを利用した監査の展望〜 
未来の監査へのアプローチ～」（以下「ＩＴ研48号」といいま
す。）を公表しています。ここでは、継続的監査（Continuous 
Auditing：以下「ＣＡ」といいます。）を中心に、未来の監査の在
り方をまとめていましたが、その後も、ＩＴやデータ分析手法の
進化は、公認会計士を取り巻く監査及び会計の領域に対して、
より強い影響を及ぼし続けています。特に、オックスフォード大
学のマイケル・A・オズボーン准教授が公表した「The Future 
of Employment」という論文をもとに、「公認会計士の業務の
大半はＡＩに代替されてしまうのではないか」という議論が巻
き起こり、若手の公認会計士や公認会計士を目指す学生を中心
に、未来への不安が生まれたことの影響は大きかったと思いま
す。

そのような状況の中で、テクノロジーの革新による今後の企
業実務の変化とそれに対応する監査実務の在り方について研
究するために、未来の監査専門委員会が設置され、人工知能学
会会長へのインタビュー等を通じて研究を行ってまいりました。
手塚　確かにそうですね。そこでズバリ、ＡＩの進化によって
公認会計士の業務の大半が代替されてしまうということはあり
ますか。

紫垣　ないと思います。本研究報告の冒頭でも書いたとおり、
会計監査は、単純に数字の分析だけを行うものではありません。
会計監査において、企業活動が財務諸表に適切に反映されてい
るかを判断するのは、分析だけでできるような話ではないです
よね。例えば、収益の認識において、被監査会社の売上は、出荷
時点で認識するのか、納品時点なのか、または債権回収時点な
のかといったことは、ビジネスの実態に合わせて判断しないと

いけないことであり、ここまで高度な判断は、現在の延長上にあ
るＡＩでは無理ですね。財務諸表利用者にとっても、「その判断
をＡＩが行いました」といっても、安心できないでしょう。特に、
それが新規のビジネスで、収益認識等に過去の経験を用いるこ
とが難しいネットビジネスやFintechといった新興のビジネス
であればなおさらだと思います。もちろん、ＡＩが人間の知能
を超えるようになるとわかりませんが、以前、人工知能学会の
山田誠二前会長にインタビューしたときには、そういう世の中
の到来は当面考えられないとのことでした。

3 . 	本 研究報告の構成

手塚　心強いコメントですね。それでは続いて、本研究報告の
構成について説明をお願いします。
紫垣　「ＡＩが進化しても監査が不要になることはない」と申し
上げましたが、ＡＩを含めたテクノロジーの進化は、監査に大き
な影響を与えることになります。本研究報告では、それを、①被
監査会社の会計業務に与える影響と、②監査技法に与える影響
の２つに整理して議論を進めています。ＩＴ研48号では、主と
して②に焦点を当てていましたが、監査は被監査会社の財務諸
表を監査するものなので、①の影響も大きく受けるということ
で、今回は２つに整理して議論を進めています。ただ、あまりに
先の未来を予測していくのが現時点では難しかったので、今回
は、現在から数年先程度の未来の予測にとどまっています。そ
のため、本研究報告のタイトルも、遠い未来ではなく、数年先と
いう意図を込めて「次世代の監査」と付けました。

そして、第Ⅳ章と第Ⅴ章では、こういった次世代の監査を適
用するに当たっての諸問題や心証の在り方について論じ、最後

手塚正彦氏

紫垣昌利氏

｜No.763｜Feb. 2019｜会計・監査ジャーナル 9



ます。そういう意味では、「システムは難しくてわからない」と
いうことで、公認会計士がＩＴの専門家に頼りきりという傾向
が近年顕著になってきたように見受けられますが、実は、今か
ら30年近く前からＩＴの重要性は強調され続けていたといえま
すね。

( 2 ）	E R Pシステム/クラウド会計システムの	
発展の方向性

手塚　確かに、この問題はＩＴ委員会に所属する多くの公認会
計士の方が指摘し続けていますよね。この課題への対応につい
ては次回の座談会で詳しくうかがうとして、まずは、そのような
システムの進化の流れを受け、現在はどのような形で進化しよ
うとしているのか、中村（孝）さん、説明をお願いします。

にその先の未来像を小説調で描いています。
図に表すと図表１のとおりです。
今回の座談会は、第Ⅲ章までの内容を対象にして実施したい

と思います。

4 . 	本 研究報告の各論点（第Ⅰ章及び第Ⅱ章）

手塚　それでは、本研究報告の内容に入っていきたいと思いま
す。「はじめに」の本研究報告の背景と目的については、ここま
でお話していただいた内容になると思いますが、第Ⅰ章は、シス
テムの進化と会計業務の進化の歴史から入っています。この点
について、佐藤さん、説明をお願いします。

( 1 ） システムの進化と会計業務の進化

佐藤　会計は、各企業の実態を、より早く正確に把握できるよ
うにするために進化してきたと思います。そのためには、企業
の情報を、いかに広く、素早く、正確に収集できるかがキーに
なってきました。それを実現してきたのが、まさにシステムの
進化であったと思います（次頁の図表２）。

特に1990年代以降、一部の大企業が汎用機を使用していた
時代から、ほぼすべての企業がPCやERPシステムを使用する
時代となり、情報システムは、単なる間接業務の自動化を目的と
したものから、企業活動を差別化し、競争優位を獲得する経営
資源に変化してきたといえます。我々の所属する協会のＩＴ委
員会が設立されたのがこのころであるというのも、それだけシ
ステムが監査に与える影響が大きくなったことの証左だと思い

図表1 	本 研究報告の構成

ＩＴの進化が会計業務に与える影響

(第Ⅰ章／第Ⅱ章)
ERP、クラウド会計、RPA、ブロックチェーン

(第Ⅲ章)
ＡＩ、分析的手続、ＣＡ、開示分析

ITの進化が監査技法に与える影響

次世代の監査実施に当たっての諸問題と心証の在り方
(第Ⅳ章／第Ⅴ章)

未来の公認会計士像
(おわりに)

佐藤秀史氏
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中村（孝）　はい。まず、ERPシステムとクラウド会計システム
については、会計業務への影響という観点からは、非常に類似
した進化が生じていると思います。本研究報告では、一応、別々
に論じていますが、データ駆動型社会と呼ばれる世の中におい
ては、会計というデータを大規模に収集したうえで、それを経
営判断や業務の自動化に活用していくという点で、両者の進化
の方向性はほとんど同じであると感じています。具体的には、
クラウド環境の利用により、大量のデータをネットワーク上に
保存することが可能となったため、これによって生まれたビッ
グデータを用いた多角的な分析が広がっています。また、その
ようなビッグデータを用いたＡＩの機械学習により、ネットバ
ンキングにおける入出金情報や領収書等をスキャナで読み込ん
だ情報をもとにした仕訳の自動起票といったことも可能になっ
てきています。ERPシステムの場合には、より上流の情報を集
めることができ、分析もより多角的に行えるというのが両者の
最大の違いでしょうね。

手塚　ＡＩが会計システムの中に組み込まれている、という話
がありましたが、その監査に与える影響はどのようなものなの
でしょうか。
中村（孝）　現行のＡＩの使用方法では、仕訳の自動起票レベル
にとどまりますから、実はそこまで大きくないと考えています。
なぜなら、ＡＩによる仕訳の自動起票を導入していても、多くの
被監査会社では、それをそのまま財務諸表に反映させるといっ
たことは考えられず、まずはしかるべき上位者が、その結果を
確認して承認していると考えられるからです。それがないまま
に伝票を自動反映させている場合、例外的な取引への対応がで
きず、多くの誤った仕訳が起票されるリスクがありますが、さ
すがにこういった設定は、「怖くてできない」という会社が多い
のではないかと考えています。もちろん、例外はあるかもしれ
ませんし、その場合には、①当該プログラムを自動化された業
務処理統制として評価する、②異なる画像認識ソフトウェア等
により再実施を行い、同一の結果が得られることを確認すると
いった方法によって内部統制の評価を行わなければならなくな
ると考えられますが、規模の小さい会社であれば、いっそ、仕訳
データをCAATで全件チェックしたほうが早いでしょうね。

( 3 ） R P A（R o b o t i c  P r o c e s s  A u t om a t i o n ）について

手塚　ＡＩの組み込まれた会計システムについては、まだ部分
的な自動化にとどまり、人間の存在が不可欠なので、それに対
する監査も従来の手法によって十分対応できる可能性が高そ
うだということですね。では、同じく最近よく話題にされている
RPAはどうでしょうか。
中村（孝）　RPAを用いた会計業務の自動化も進展しています
ね。例えば、ERPシステムやクラウド会計システムがなくても、
OCRソフトと会計システムの間をRPAが橋渡しして、原始証

図表2 	会 計業務に影響を与えたシステム進化の歴史

年代 内容

1950年ごろ 汎用機による会計業務や給与計算業務などのバッチ処理

1950年代後半 汎用機による生産管理業務のトランザクション処理

1960年代後半 汎用機によるバッチ処理による直接原価計算

1990年代 Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｐｌａｎｎｉｎｇシステム（ＥＲＰシステム）による統合管理

2000年代 グローバルな連結会計システムによる複数国間のシステム連携

2010年代 システムによるグループ全体での業務の標準化と国際財務報告基準の適用

中村孝平氏
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手塚　確かにそうですね。それでは、そういった点を踏まえて、
監査に与える影響について、中村（憲）さん、説明をお願いします。
中村（憲）　我々は、ブロックチェーンが監査に与える影響を、
以下の５点に整理しました。
①ブロックチェーンの利用における内部統制
②ブロックチェーンから提供される情報の証拠力
③ブロックチェーンの処理の検証にかかる課題
④ブロックチェーンの利用範囲の特定
⑤ブロックチェーンに記録された情報の帰属主体の検討
まず、①については、ブロックチェーンの管理主体の存在の

有無で大きく異なり、もし存在しない場合の影響について論じ
ています。次に②については、ブロックチェーンの改竄の困難
性という点から、その証拠力について論じていますが、特に注意
が必要なのは、改竄は「困難」なのであって「不可能」ではないと
いう点です。実際に、利用者の少ない仮想通貨については、発行
通貨の搾取という問題が発生していますので、「改竄ができない」
ということの前提がどれだけ成り立っているのかの確認は、監
査上重要になると思います。また、③としては、その検証環境の
構築の問題があります。木原さんが「誰でも見られる取引帳簿」
という表現をしていましたが、ブロックチェーンは誰でも見ら
れるわりに、実際に見ようとすると大量のデータが存在するの
で、そう簡単に内容を理解することができません。例えば、被監
査会社の仮想通貨の残高というものを独自で集計しようとする
と、適切な検証環境を構築する必要がありますし、その信頼性
も確認しなければなりませんから、非常にコストのかかる話で
す。この辺は今後、監査における課題の１つになるでしょうね。

そして、仮に検証環境が用意できていたとしても、④にある
ように、それがブロックチェーンにより生成された情報だと認

憑のスキャンによる自動起票といったことができるようになっ
ています。ただし、これについても、その精度はまだ100%とは
いえず、やはり、人間のチェックが不可欠な状況なので、この点
でいえば、ERPシステムやクラウド会計システムの監査に与え
る影響と大きな違いはありませんね。

ただし、注意が必要なのは、RPAは現場レベルによるプログ
ラミングによって自動処理を行うのが一般的なため、現場に、
十分な管理が行われていない、いわゆる「野良ロボット」が発生
するというリスクがあることですね。これは、EUC(End User 
Computing）のときにもよく話題になりましたが、システム部
門が全く関与しておらず、パソコンに長けた経理担当者が精巧
なRPAを作成し、その担当者の異動後にはメンテナンス不能な
RPAだけが残るという話です。ただ、RPAについては、会計シ
ステムの起票が直接行われたり、内部の処理がEUCよりも複雑
になったりするので、引き起こされる問題がより大きくなるの
が怖いところですね。

( 4 ）ブロックチェーンについて

手塚　RPAは多くの会社で導入が進んでいるでしょうから、
我々も、十分気を付けなければいけませんね。ほかに、会計業務
関係で話題になる技術に、ブロックチェーンというのがあります。
この言葉、仮想通貨で特によく聞きますが、具体的な技術につい
てはなかなか理解するのが難しそうですね。本研究報告ではど
のような形で扱っているのか、木原さん、説明をお願いします。
木原　確かにブロックチェーンの説明は難しいですね(笑）。本
研究報告でも最大の頁数を割いてその内容を説明しています
し、読み手がイメージしやすいように仮想通貨をイメージしな
がらその説明を行っていますが、どうしても技術的な専門用語
が多いので、場合によっては「ブロックチェーンの利用が監査に
与える影響」を先に読むように推奨しています。

ブロックチェーンの内容を端的にいうと、「ネット上に誰でも
見られる取引帳簿がアップされていて、みんなでチェックする
ことになっているので、管理者がいなくても帳簿の改竄が困難
になっている」ということなのです。この「改竄が困難」というこ
とについて、非常に高度な暗号化技術が使用されているのが特
徴ですね。もちろん、この技術は、仮想通貨だけでなく、企業間
取引の記録簿として使用できたりしますし、そのため、「ブロック
チェーンが幅広く導入されると監査が不要になる」といった論
調も世の中では散見されますが、取引帳簿の改竄が困難でも、そ
の取引自体の妥当性とか、会計記録への反映の妥当性といった
問題はまた別の話なので、ちょっと性急な議論に感じます。

木原祥智氏
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識できなければなりません。また、⑤にあるように、情報の帰属
主体が本当に被監査会社なのかという点も重要になってきま
す。そのうえで、何より重要なのは、これらの論点についてＩＴ
の専門家に丸投げせず、監査人自らが理解し、判断していくこ
とが必要であるということだと思います。

( 5 ） ＡＩの進化が監査技法に与える影響

手塚　ブロックチェーンについては監査に与える影響も大き
く、その理解も非常に難解なので、今後、いろいろなところで話
題になりそうですね。さて、ここからは視点を変え、ＩＴの進化
が監査業務に与える影響についてうかがいたいと思います。ま
ずは、ＡＩの進化が監査業務に与える影響について、鈴木さん
から説明をお願いします。
鈴木　冒頭で紫垣さんが説明していたように、「ＡＩが進化して
も監査が不要になることはない」と思いますが、ＡＩを、監査の
中で活用していくことは、効率的かつ効果的な監査を目指すに
当たって非常に重要だと思います。

では、ＡＩをどう活用していくかという観点で、本研究報告で
はＡＩを2つの観点から分類しています。具体的には図表３及
び図表４のとおりです。

ここで、監査はその立証責任をともなうものなので、現行の
監査制度を考えると「ロジックベースのＡＩ」でなければなりま
せん。また、「教師なし学習」には大量のデータが必要となりま

図表3 	ロジックベースのＡＩとニューラルネットワークの対比 １

ロジックベースのＡＩ ニューラルネットワーク

特徴 一般的なコンピュータの特
徴を有しており、論理や定理
証明の連続で解を導出する。

・機械学習の一種で、人間の脳の動きをモデルとしており、シナプス結合を単純なモ
デルに置き換えて解を導出する。この解の導出の仕方は論理的な説明がつかない
場合がある。

・プロセスがブラックボックス化する可能性がある。
・第三次ＡＩブームをけん引している。
・社会実装面で成功

社会実装の例 エキスパートシステム 監視カメラ映像から異常を検知

掃除ロボット 医療画像から腫瘍を検出

図表4 ＡＩによる学習

学習の種類 概要 留意点

教師あり学習 正解をインプットして、特徴量を発見させ、正解を
判断させる。

学習に当たって大量のラベル付きデータ（解答の
あるデータ）が必要となる。

教師なし学習 大量のデータをもとに、ＡＩ自身がデータの特徴
量から傾向、法則等を導出する。

データが大量にあれば、ラベル付きデータを準備
する必要や手間がかからない。

中村憲一氏
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く、かつ、場合によっては、この実施のみで一部のアサーション
に対する心証を得ることができるため、効果的かつ効率的な監
査を実施するうえで非常に有用な監査手続です。ただ、実務的
には、「分析ロジックが簡便すぎるがゆえに精度が低い」、「計上
額との差異の詳細検討が困難である」、「財務データの利用が中
心となっている」といった問題があったため、なかなか有効活用
しきれていなかったのが実態だと思います。しかしながら、デー
タ駆動型社会といわれ、様々なデータが活用できるようになっ
た現在では、利用データの拡大や分析ツールの進化を通じて、
分析的手続の活用可能性が高まっています。本研究報告におい
ては、その活用できるデータの例として、非財務情報やオープ
ンデータといったものを挙げています。

手塚　ＩＴ研48号では、分析的手続が数年以内に主流になっ
ていくという話がありましたが、実際、監査現場での浸透度合
いはどうですか。
松本　残念ながら、「主流」といえるほど進展しているとはいえ
ないと思います。様々なデータが活用できるようになってはき
ていますが、そのデータが監査に活用できるよう、タイムリー
に、かつ、監査人があまり加工をせずにすむ形で活用できるよ
うな状況かといわれると、なかなか難しい状況です。例えば、 
ＩＴ委員会では、第38回研究大会（2017年９月開催）で、内閣
府が進めるオープンデータの仕組みである地域経済分析シス
テム（RESUS）を紹介しました。これには、日本全国の人口マッ
プ、地域経済循環マップ、産業構造マップなどが用意されてい
て、国の集めたデータを図示化したり、そのデータをダウンロー
ドしたりできる仕組みで、分析的手続に活用できるのであれば
非常に面白いものなのですが、項目によっては、データの更新に
2年程度かかったりするため、監査ではなかなか使用しづらい

すが、これに対応できるほど、不正会計をともなう会計データ
が世の中に数多く存在するとは考えられませんので、「教師あり
学習」が監査に活用できるＡＩになると考えられます。

そのうえで、不正に関する特徴といったものを監査人がＡＩ
に学習させていくということが必要になってくると思いますが、
この道のりはまだまだ長いのでしょうね。

手塚　確かに、監査の中でＡＩを活用するのは、すぐには難し
そうですが、では、ＡＩの導入は進まないということですか。
鈴木　いえ、近年ＡＩと呼ばれているものの中には、ほとんど
判断を伴わない自動処理といったものが存在しますが、こういっ
た自動処理については、導入がどんどん進んでいくと思います。
例えば、被監査会社の原始証憑と帳簿の突合といったものは、
原始証憑が電子化できるようになるとどんどん効率化できると
思います。このような効率化を図ることで、労働力不足という
監査現場の問題を解決していくことができると思います。つま
りは、監査人には、ＡＩをうまく活用し、活路を見出すという姿
勢が重要なのではないでしょうか。

( 6 ）分析的手続の高度化

手塚　監査現場の労働力不足の解消は喫緊の課題ですが、そ
れができるなら、先進技術の導入は急がないといけませんね。
また、それによって監査人が単純作業から解放されて「高度な
判断」に、より注力できるようになると、若手会計士でも監査の
醍醐味を早い段階から経験できるようになりそうですね。それ
では、その醍醐味を味わえそうな分析的手続の高度化について、
松本さん、説明をお願いします。
松本　分析的手続という概念自体は古くからあるものです。こ
れは、監査の計画段階から意見形成段階まで活用局面が幅広

鈴木徹也氏

松本成司氏
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といった問題があります。こういった話も、使い方次第だとは
思うのですが、そういう意味では、データ分析に対する素養や
知識というのは、現在、大きなハードルの１つになっていると思
います。また、ほかにも、分析環境の整備等、分析的手続の活用
に当たって解決していかなければならない課題は多く、本研究
報告内ではそれらを5つに整理して論じています。

( 7 ）CAの活用

手塚　高度な分析的手続の導入もなかなか難しそうですね。た
だ、現場レベルでは試行錯誤が続いていると思いますので、近
いうちにブレークスルーが発生して、一気に活用が広まること
を期待したいと思います。それでは、同じく次世代の手続とも
いえるCAについて、鈴木さん、説明をお願いします。
鈴木　CAについては、ＩＴ研48号で非常に詳しく扱われてい
るため、今回の研究報告ではそこで言及されていない活用方法
等を中心に論じています。例えば、CAの導入に当たっては、内
部監査部門と連携し、現場の業務執行を直接モニタリングする
段階で導入することで、異常点の早期把握や対応を可能にする
ことができます。ここで注意が必要なのは、単純にすべてのデー
タを抽出したところで、被監査会社の特性に合わせたリスクシ
ナリオを描けず、一般的な分析に終始してしまっては、CA導入
の効果は得られないという点です。こういうポイントは、すでに
ＩＴ研48号で触れているため、本研究報告では深入りせず、あ
くまで、導入の枠組みといったものに限定して説明をしていま
す。そういう意味では、CAについては、ＩＴ研48号とセットで
読んでいただくと、より理解が深まると思います。

昨今、企業のデジタル化が急速に進みつつある中で、CAは、
監査の有効性と効率性を一気に高める非常に有用な手法であ
り、財務諸表監査のみならず、業務監査にも有用です。その実現
には、データの標準化など、越えなければならない課題も多くあ
りますが、その幅広い有用性をキーに、内部監査部門、監査役会・
監査委員会とも連携し、基幹システムにCA用の機能を組み込
んでいっていただくといった形で克服していく必要があります。
手塚　ほかに、本研究報告独自の論点はありますか。
鈴木　CAにおけるＡＩの活用について触れています。具体的
には、仕訳テストにおいてＡＩを用いて仕訳データの異常パター
ンを学習させ、不正な仕訳を適時に発見する技法について述べ
ています。特に仕訳データは、勘定科目や金額、適用、入力者、
起票日といった基本的な項目は同一なので、匿名性を担保した
うえで、企業横断的にこういうパターンを収集できれば、監査の
高度化・効率化にもつながっていくかと思います。しかし、こう

いう企業横断的なデータの収集は、守秘義務の問題も大きくか
らむため、難しい問題です。この件については第Ⅳ章で詳しく論
じられているので、次回の座談会で説明いただけると思います。

( 8 ）開示分析

手塚　こういう問題については業界を挙げてしっかりと取り組
んでいかないといけないでしょうね。一方で、このような守秘
義務の問題がからまない開示情報を使った分析についても本研
究報告で触れられていますね。この点について、山本さんから
説明をお願いします。
山本　はい。開示分析というのは、EDINETやTDNET等で公
開されている有価証券報告書等の財務諸表データをもとにした
分析でして、20年以上前から米国を中心に研究が進んできてい
ました。ただ、近年のＩＴの進化にともない、全上場企業の数十
年にわたる財務データを収集してきて、ＡＩを用いて虚偽表示
のパターンを識別するアルゴリズムの作成を行うといったこと
が可能となってきたので、ここ10年ほどで非常に活発に議論さ
れるようになってきています。本研究報告では、その研究の中
でも、Dechow et al.や東京大学の首藤昭信教授による分析モ
デルを紹介しています。該当部分は、数式が大量に出てきて非
常に難解にみえますが、要約すると、開示されている情報をい
くつかの指標にまとめて分析することで、不正を行っていそう
な会社を発見するというものです。実際、エンロンをはじめ、こ
れらのモデルで「リスクが高い」と判定された会社の多くが実
際に虚偽表示を行っていたということがわかっており、実務的
にも、大手法人を中心に研究が進んでいる分野です。

手塚　こういう分析の精度が上がれば、監査人以外で粉飾を指
摘するところも出てきそうですね。

山本正男氏
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きく変わり、いくつもの次世代の監査技法というものを適用す
ることができる環境が整備されてきています。ただ、監査人が
その変化に対応しようとしなければ、日本の監査の進歩はいつ
までたっても達成できません。ですので、本研究報告や今回の
座談会を通じ、「被監査会社の経理業務は変わってきているぞ」、

「徐々にいろいろ新たな監査技法の導入が進み始めているぞ」
ということが読者の皆様に伝われば嬉しいです。
手塚　そうですね。ＡＩを活用した会計システム、RPA、ブロッ
クチェーンに関する監査上の留意事項といった論点は、世界の
監査業界の中でも先端をいく、意欲的研究を盛り込むことがで
きたと思います。このまま日本の監査が世界の監査業界をリー
ドしていく形に持っていければ素晴らしいと思います。皆さん、
本日は、長時間にわたりありがとうございました。

（次号に続く）

〈注〉
１ 　日本公認会計士協会 ＩＴ委員会 未来の監査専門委員会「ＡＩの可能
性と会計監査への活用～山田誠二人工知能学会会長と未来の監査専門
委員会との意見交換～」『会計・監査ジャーナル』2017年５月号　15頁
図表「ロジックベースのＡＩとニューラルネットワークの比較」をもとに
作成

山本　実際、欧米では、財務諸表危険度分析を監査法人以外の
多くの民間団体が行っていて、財務諸表の適正性を担保する中
で一定の機能を果たしているという見方もあります。おっしゃ
るとおり、日本でもこういう分析手法の精度が高まると、財務諸
表危険度分析を専門に行う団体が増えてくるかもしれません。
また、もしそういった団体が監査人の指摘できなかった粉飾を
指摘するようなケースが出てくると、監査法人への風当たりが
強くなるかもしれません。そういう意味では、このような手法
の精度向上というのは、監査人にとって喫緊の課題といえるか
もしれません。ただ、開示分析は、一部の怪しい会社の財務諸
表を特定のアルゴリズムによって浮かび上がらせるだけなので、
監査人が適用する場合には被監査会社の内部情報を用いた追
加の監査手続の適用は必須です。本研究報告で触れられている
次世代の監査技法全般に通じる話ですが、その適用に当たって
は、それぞれの技法の特徴を十分に理解し、適切な局面で適切
な方法で適用していくというのが本当に重要だと思います。

5 . 	お わりに

手塚　山本さんが触れた、次世代の監査技法適用に当たっての
留意点については、本研究報告の第Ⅳ章と第Ⅴ章で詳しく触れ
られているので、次回の座談会で議論していただきたいと思い
ます。最後になりますが、本研究報告の第Ⅰ章から第Ⅲ章を通
したメッセージを紫垣専門委員長からお願いします。
紫垣　今回の座談会を通してもたびたび言及されてきました
が、ＩＴの進化にともなって、被監査会社の業務が大きく変わっ
てきています。その結果として、会計監査を取り巻く環境も大
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